
有
料
広
告

Facebookで
情報発信しています！

　ページへの「いい
ね！」や記事のシェア
をぜひお願いします。

各種団体
からのお知らせ

日　時 会　場
4/9㈭ 10:00～10:15

10:45～11:00
立谷沢公民館
清川公民館

4/10㈮ 9:00～10:30 余目第二
公民館

4/12㈰ 9:00～10:00 立川総合支所
4/19㈰ 9:00～11:00 役場
●注射料金：3,300円
※ 釣銭のないよう準備ください。

未登録犬は会場で新規登録手続
きもできます。登録手数料3,000
円と印鑑をご持参ください。

● 注意事項：
・ 住所に関わらず、どの会場でも

注射を受けられます。
・ 犬を制御できる方がお越しくだ

さい。
・ 会場での犬の糞などの後始末は、

飼い主の方が責任を持って行っ
てください。

・注射は、１頭１針で実施します。
■問合せ：環境防災課環境係
　　　　　☎0234-56-2909

庄内町
からのお知らせ

生後91日以上の犬の飼い主の方へ
狂犬病予防集合注射の実施

 

国・県・市町村
からのお知らせ

県営住宅入居者募集

●所在地：①余目字大塚93-1
　　　　　②狩川字山居22
※ いずれも3DK、一般用
●戸数：各１戸
●概要：①２階62.6㎡
　　　　②１階58.0㎡
●受付期限：4/8㈬まで
　　　　　　10:00～17:00
●抽選日：4/15㈬
●入居時期：６月上旬
● 申込資格：現に同居または同居

しようとする親族がいて収入が
公営住宅法に適合する方

■ 問合せ：県営住宅指定管理者
　㈱西王不動産☎0235-66-3210

有毒植物による食中毒に
注意しましょう

⑴ 山野草は食用と確実に分かって
いるものしか採らない、食べな
いこと

⑵ 食べられる山野草でも有毒植物
が入り混じって生えていること
が多いので、採取時や調理前に
十分確認すること

⑶ 安易に譲り渡したり、譲り受け
たりしないこと

⑷ 山野草を食べて、吐き気やしび
れなどの体調不良が見られた場
合は、残品を持って早急に医療
機関を受診すること

●�令和元年度有毒植物における県
内の食中毒発生状況：

名前 件数 人数 原因
スイセン ３件 ６人 ニラと

誤認

トリカブト ２件 ３人
ニリンソウ
やシドケ
と誤認

■ 問合せ：県防災くらし安心部食
品安全衛生課☎023-630-2677

旬の味を楽しむ
山菜料理

●日時：5/19㈫ 10:00～13:00
● 場所：鶴岡市中央公民館女性セ

ンター
● 対象：鶴岡市、庄内町、三川町

に在住または勤務先のある方
● 講師：山菜卸問屋遠藤商店・鶴

岡ふうどガイド　遠藤初子氏
●定員：20人 ●参加料：1,550円
●申込期日：4/7㈫～4/24㈮
■�問・申込み：鶴岡市中央公民館

女性センター☎0235-24-2340

国家公務員採用試験

試験名 申込期間(イン
ターネット)

第１次
試験日

一般職
(大卒程度)

4/3㈮ 9:00
～4/15㈬ 6/14㈰

一般職
(高卒者)

6/22㈪ 9:00
～7/1㈬ 9/6㈰

※ 詳しい内容は人事院HPまたは問
合せ先に連絡ください。

■ 問合せ：人事院東北事務局第二
課試験係☎022-221-2022

　  https://www.jinji.go.jp/
saiyo/saiyo.html

労働基準監督官採用試験

● 受験資格：⑴平成２年４月２日
～平成11年４月１日生まれの者

　⑵ 平成11年４月２日以降生ま
れで次に掲げる者

　　① 大学を卒業した者および令
和３年３月までに大学を卒
業見込みの者

　　② 人事院に①に掲げる者と同
等の資格があると認められ
る者

●申込期間：【インターネット】
　　　　　　　4/8㈬(受信有効)
● 申込方法：人事院HPより申込

みください https://www.
jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

●試験日：第１次試験日 6/7㈰
　第２次試験日 7/14㈫~7/16㈭
■ 問合せ：
　山形労働局総務部総務課人事係
　☎023-624-8221
　庄内労働基準監督署
　☎0235-22-0714

民間国際交流団体
活動推進支援助成事業の募集

　県内の民間団体が行う地域の国
際化を推進する事業に対し助成し
ます。期限まで所定の様式にて申
請ください。
●申込期限：6/15㈪
● 対象：7月1日㈬～令和３年３

月31日㈬の間に行う事業
●助成上限：20万円
※詳しくは問合せください。
■�問・申込み：（公財）山形県国

際交流協会☎023-647-2560

危険物取扱者、消防設備士の
免状をお持ちの方へ

　消防法令では、免状交付の日か
ら10年以内ごとに写真の書換え
をする義務があります。免状の写
真下に記載の期限を確認し、速や
かに手続きしてください。
■�問合せ：（一財）消防試験研究

センター山形県支部
　☎023-631-0761
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